
令和７年６月２５日 

土木部 道路維持課 

 

国道２０２号（長崎市相川町）における全面通行止め解除見込みについて 

 

 

 令和７年６月２５日(水)に国道２０２号（長崎市相川町）で法面崩壊したことを受け、

６月２５日（水）７：１７より全面通行止めを実施しておりますが、６月２６日（木）

５：３０に全面通行止め解除を予定しております。 

また、全面通行止め解除後は、片側交互通行による交通規制を引き続き実施する予定

としております。 

 ただし、天候や現地状況等により全面通行止めを継続する場合がありますので、最新

の道路状況は県 HP（下記の※①をご参照ください）によりご確認をお願いします。 

利用者の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致し

ます。 

                記 

 

 

 

〇全面通行止箇所  ：長崎市相川町 （規制延長：約 0.1km） 

〇全面通行止解除日時：令和７年６月２６日（木） ５：３０ 予定 

            

 

 

 

 

※①  長崎県管理国県道 道路通行規制情報 

担当課 道路維持課 長崎振興局 

担当者名 中ノ瀬、園田 中屋、石原 

電話番号 直通：095-894-3144内線：5513 直通：095-844-2188内線：360 

https://ijikanri.doboku.pref.nagasaki.jp/~kisei/dourokisei.html

